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諮問庁：内閣総理大臣 

諮問日：平成３０年２月２６日（平成３０年（行情）諮問第１１９号） 

答申日：平成３１年２月５日（平成３０年度（行情）答申第４０５号） 

事件名：南スーダン共和国ミッションへの自衛隊施設部隊に対するいわゆる

「駆け付け警護」の任務付与に関して行政文書ファイル等につづら

れた文書の一部開示決定に関する件  

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１ないし別紙７に掲げる５１文書（以下「本件対象文書」とい

う。）につき，その一部を不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年１１月１５日付け閣安保第

５８７号により内閣官房国家安全保障局長（以下「処分庁」という。）が

行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，原処分の取消

しを求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）一部に対する不開示決定の取消し。 

   記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべき

である。 

（２）不開示処分の対象部分の特定を求める。 

   情報公開・個人情報保護審査会の審議において，審査請求人は書面を

通じてしか意見を申し立てることができない。したがって，不開示部分

を直接指さして特定するという方法が採れないため，原処分における特

定の仕方では不十分である。 

   何頁の何行目から何行目までという辺りまで不開示部分の特定がされ

ないと審査会の審議における書面での申立てに支障が生じること及び平

成２２年度（行情）答申第５３８号で指摘されたような原本と開示実施

文書の相違の発生防止の観点から，更に特定を求めるものである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 理由説明書 

（１）本件審査請求の趣旨について 

本件は，審査請求人が行った「南スーダン共和国ミッションへの自衛

隊施設部隊にいわゆる「駆け付け警護」の任務付与に際して，業務のた
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めに行政文書ファイルにつづった文書の全て。＊「行政機関の保有する

情報の公開に関する法律施行令」別表でいう「七 電磁的記録」があれ

ば，それを希望。」（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に対

して，処分庁において，法１１条の開示決定等の期限の特例を適用し，

平成２９年１月１６日付け閣安保第１５号により，別紙（省略）に掲げ

る文書を特定し，全部開示決定を行った上で，法９条に基づき本件対象

文書を特定し，原処分を行ったところ，審査請求人から，不開示部分の

取消し等を求めて審査請求が提起されたものである。 

（２）本件対象文書について 

本件開示請求に係る「南スーダン共和国ミッションへの自衛隊施設部

隊にいわゆる『駆け付け警護』の任務付与」とは，平成２８年１１月１

５日閣議決定「南スーダン国際平和協力実施計画の変更について」によ

り，国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平成４年法律

第７９号）３条５号ラに掲げる業務が追加されたことを指す。 

本件対象文書は，当該業務の追加に際して作成又は取得した文書であ

る。 

 （３）原処分の妥当性 

   ア 別紙１の文書１ないし文書３及び文書１２ないし文書１４の資料中

の「２．場所」において不開示とした部分は，これまで詳細を公に

したことがない四大臣会合の開催場所が記載されている。 

これらを公にした場合，開催場所が明らかになり，今後の国家安全

保障会議の開催場所を推察され，今後の開催に際し，敵対する勢力

からの妨害や対抗措置を容易ならしめ，我が国の安全が害されるお

それがある。 

以上のことから，法５条３号に定める不開示情報に該当するため，

不開示としたことは妥当である。 

イ 別紙１の文書４及び文書１５の資料中の「２．場所」において不開

示とした部分は，国家安全保障会議の事務を処理する国家安全保障局

が発足してから，詳細を公にしたことがない九大臣会合の開催場所が

記載されている。 

これらを公にした場合，今後の国家安全保障会議の開催場所を推察

され，今後の開催に際し，敵対する勢力からの妨害や対抗措置を容

易ならしめ，我が国の安全が害されるおそれがある。 

以上のことから，法５条３号に定める不開示情報に該当するため，

不開示としたことは妥当である。 

ウ 別紙１の文書１２ないし文書１５の資料中の右上の不開示とした部

分は，文書の取扱区分等が記載されている。 

これらを公にした場合，国家安全保障会議の各回の議事内容等の秘
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匿度等が明らかとなり，我が国の安全保障上の関心事項，情報収集

能力等が推察され，国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際

機関との信頼関係が損なわれるおそれ，他国若しくは国際機関との

交渉上不利益を被るおそれがある。 

以上のことから，法５条３号に定める不開示情報に該当するため，

不開示としたことは妥当である。 

エ 別紙１の文書１２ないし文書１５の資料中の「４．議事内容と発言

者」において不開示とした部分及び２枚目以降は，国家安全保障会議

における議事内容等が記載されている。 

これらを公にした場合，我が国の安全保障上の関心事項，情報収集

能力等が推察され，国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際

機関との信頼関係が損なわれるおそれ，他国若しくは国際機関との

交渉上不利益を被るおそれがあるとともに，国家安全保障会議が行

う今後の安全保障政策等の検討における率直な意見交換に支障を来

すおそれがある。 

以上のことから，法５条３号及び５号に定める不開示情報に該当す

るため，不開示としたことは妥当である。 

なお，別紙１の文書１２ないし文書１５において「国家安全保障会

議議事の記録【〇大臣会合】（平成２８年〇月〇日）（１枚目）」

とあるところ，特定した文書は「国家安全保障会議議事の記録【〇

大臣会合】（平成２８年〇月〇日）」である。 

   オ 別紙２の１枚目の不開示とした部分及び２枚目以降は「駆け付け警

護」の任務付与の検討に際し開催した関係省庁との会議における具

体的な検討の経緯，協議の内容等が記載されている。 

     これらを公にした場合，我が国の安全保障上の関心事項等が推察さ

れることとなり，敵対する勢力等からの妨害や対抗措置を容易なら

しめ，国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際機関との信頼

関係が損なわれるおそれ，他国若しくは国際機関との交渉上不利益

を被るおそれがあるとともに，国の機関の内部における審議，検討

又は協議に関する情報であって，率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に国民の間に混乱を生

じさせるおそれがある。 

     以上のことから，法５条３号及び５号に定める不開示情報に該当す

るため，不開示としたことは妥当である。 

     なお，別紙２の文書１において，「関係省庁局長級会議（平成２８

年９月２１日）資料（１枚目）」とあるところ，特定した文書は

「関係省庁局長級会議（平成２８年９月２１日）資料」である。 

   カ 別紙７の文書１ないし文書５の不開示とした文書は，国家安全保障
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会議及び幹事会において席上回収した，公にすることを前提としな

い文書であり，具体的な検討の経緯，協議の内容等が記載されてい

る。 

     これらを公にした場合，我が国の安全保障上の関心事項等が推察さ

れることとなり，敵対する勢力等からの妨害や対抗措置を容易なら

しめ，国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際機関との信頼

関係が損なわれるおそれ，他国若しくは国際機関との交渉上不利益

を被るおそれがある。 

     以上のことから，法５条３号に定める不開示情報に該当するため，

不開示としたことは妥当である。 

   キ 別紙７の文書６ないし文書８の不開示とした文書は，「駆け付け警

護」の任務付与の検討に際し開催した関係省庁との会議における具

体的な検討の経緯，協議の内容等が記載されている。 

     これらを公にした場合，我が国の安全保障上の関心事項等が推察さ

れることとなり，敵対する勢力等からの妨害や対抗措置を容易なら

しめ，国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際機関との信頼

関係が損なわれるおそれ，他国若しくは国際機関との交渉上不利益

を被るおそれがあるとともに，国の機関の内部における審議，検討

又は協議に関する情報であって，率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に国民の間に混乱を生

じさせるおそれがある。 

     以上のことから，法５条３号及び５号に定める不開示情報に該当す

るため，不開示としたことは妥当である。 

 （４）審査請求人の主張について 

    審査請求人は，原処分における審査請求の理由として，以下の点につ

いて主張している。 

   ア 「記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示す

べきである」旨主張している。 

     しかしながら，処分庁においては，上記（３）のとおり，対象とな

る文書について開示の是非を慎重に判断したと認められるところで

ある。 

   イ 「原処分における特定の仕方では不十分」であり，「更に特定を求

める」旨主張している。 

     しかしながら，処分庁においては，上記（３）のとおり，適法に特

定しており，特定の仕方が不十分であるとは認められないところで

ある。 

 （５）結語 

    以上のとおり，本件対象文書を特定し，本件対象文書につき，法５条
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３号及び５号に該当するとして不開示とした決定は妥当であり，原処分

は維持されるべきである。 

    なお，原処分に記載のある行政文書開示請求書の請求日については，

「平成２８年１１月１５日付け」の誤りであることを付言する。 

 ２ 補充理由説明書 

   上記理由説明書の（３）カにおいて，「別紙７の文書１ないし文書５の

不開示とした文書は，国家安全保障会議及び幹事会において席上回収とし

た，公にすることを前提としない文書であり，具体的な検討の経緯，協議

の内容等が記載されている。これらを公にした場合，我が国の安全保障上

の関心事項等が推察されることとなり，敵対する勢力等からの妨害や対抗

措置を容易ならしめ，国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際機関

との信頼関係が損なわれるおそれ，他国若しくは国際機関との交渉上不利

益を被るおそれがある。以上のことから，法５条３号に定める不開示情報

に該当するため，不開示としたことは妥当である。」と説明した。 

一方，上記各文書を公にした場合，国の機関の内部における審議，検討

又は協議に関する情報が明らかとなり，政府部内の率直な意見の交換が不

当に損なわれるおそれ及び不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあ

ることから，法５条５号の不開示事由を追加する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成３０年２月２６日     諮問の受理 

② 同日            諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年３月１３日       審議 

④ 平成３１年１月９日     諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑤ 同月２２日         本件対象文書の見分及び審議 

⑥ 同年２月１日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，別紙１ないし別紙７に掲げる５１文書である。 

   審査請求人は，原処分の取消しを求めており，処分庁は，本件対象文書

の一部が法５条３号及び５号に該当するとして不開示とする原処分を行い，

諮問庁は，当該部分について，上記第３の２のとおり不開示理由を追加し

た上で，原処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書の見分結

果に基づき，本件対象文書の不開示情報該当性について検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）国家安全保障会議の開催場所について 

別紙１の文書１ないし文書４及び文書１２ないし文書１５の本文「２．

場所」の不開示部分には，国家安全保障会議（四大臣会合又は九大臣会
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合）の開催場所が記載されていることが認められる。 

当該各部分は，これを公にすることにより，我が国の安全保障に関す

る重要事項を審議する会議の今後の開催場所が推察され，敵対する勢力

から妨害措置を講じられるなど，国家安全保障会議の開催に支障を来し，

ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めること

につき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，不開

示とすることが妥当である。 

 （２）国家安全保障会議議事の内容等について 

    別紙１の文書１２ないし文書１５の右上部分及び本文「４．議事内容

と発言者」の不開示部分には，当該各文書の取扱区分等及び国家安全保

障会議における具体的な議事内容がそれぞれ記載されていることが認め

られる。 

    当該各部分は，これを公にすることにより，我が国の安全保障に関す

る情報関心，情報収集能力等が推察され，国の安全が害されるおそれ及

び他国等との信頼関係が損なわれるおそれがあると行政機関の長が認め

ることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，

不開示とすることが妥当である。 

 （３）国家安全保障会議の席上回収資料及び関係省庁会議等の資料について 

    別紙２に掲げる文書１及び別紙７に掲げる文書１ないし文書８は，国

家安全保障会議の席上回収資料，幹事会資料及び関係省庁局長級又は担

当者級会議の資料である。  

    当該各文書の不開示部分には，国際連合南スーダン共和国ミッション

への自衛隊施設部隊派遣に係る検討の経緯及びその内容等が記載されて

おり，当該各部分を公にすることにより，我が国の国際平和協力業務に

関連する諸問題に係る政府部内での具体的な検討内容等が明らかとなり，

将来の同種の検討作業において自由かっ達な議論に支障を来すなど，政

府部内の率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあると認められ

るので，法５条５号に該当し，同条３号について判断するまでもなく，

不開示とすることが妥当である。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

 ４ 付言 

本件では，諮問庁が理由説明書（上記第３の１（３）エ及びオ）におい

て説明するとおり，本件行政文書開示等決定通知書において，２枚目以降

が不開示とされた５文書について，同通知書別紙には，開示決定等の対象

として特定した文書の名称の末尾に「（１枚目）」と明らかに誤った記載

がなされていることが認められる。かかる記載の誤りは，当該文書の１枚
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目のみを当該決定の対象として特定したとの誤解を与えかねないものであ

り，原処分においては，慎重さに欠ける不適切な対応であったといわざる

を得ず，処分庁においては，今後，開示決定等に当たっては，同様の事態

が生じないよう，正確かつ慎重な対応が望まれる。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条３号及び５号

に該当するとして不開示とした決定については，不開示とされた部分は，

同条３号及び５号に該当すると認められるので，妥当であると判断した。 

（第２部会） 

 委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙１ 

国家安全保障会議等資料 

文書番号 名 称 

文書１ 国家安全保障会議の開催について【四大臣会合】（平成２８年１

０月１４日） 

文書２ 国家安全保障会議の開催について【四大臣会合】（平成２８年１

０月２８日） 

文書３ 国家安全保障会議の開催について【四大臣会合】（平成２８年１

１月７日） 

文書４ 国家安全保障会議の開催について【九大臣会合】（平成２８年１

１月１５日） 

文書５ 内閣官房長官応答要領案（平成２８年１０月１４日） 

文書６ 内閣官房長官応答要領案（平成２８年１０月２８日） 

文書７ 内閣官房長官応答要領案（平成２８年１１月７日） 

文書８ 内閣官房長官記者会見御発言案（平成２８年１１月１５日） 

文書９ 国家安全保障会議資料【九大臣会合】（平成２８年１１月１５

日）新任務付与に関する基本的な考え方 

文書１０ 国家安全保障会議資料【九大臣会合】（平成２８年１１月１５

日）南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更について（国家

安全保障会議決定案） 

文書１１ 国家安全保障会議資料【九大臣会合】（平成２８年１１月１５

日）南スーダン国際平和協力業務実施計画案 

文書１２ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（平成２８年１０月

１４日）（１枚目） 

文書１３ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（平成２８年１０月

２８日）（１枚目） 

文書１４ 国家安全保障会議議事の記録【四大臣会合】（平成２８年１１月

７日）（１枚目） 

文書１５ 国家安全保障会議議事の記録【九大臣会合】（平成２８年１１月

１５日）（１枚目） 
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別紙２ 

関係省庁会議資料 

文書番号 名 称 

文書１ 関係省庁局長級会議（平成２８年９月２１日）資料（１枚目） 
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別紙３ 

記者ブリーフィング資料 

文書番号 名 称 

文書１ 記者ブリーフィング資料（平成２８年１０月）「駆け付け警護」及び宿

営地の共同防護について 

文書２ 記者ブリーフィング資料（平成２８年１１月）新任務付与に関する基本

的な考え方 

文書３ 記者ブリーフィング資料（平成２８年１１月）南スーダンＰＫＯ（ＵＮ

ＭＩＳＳ）について 

文書４ 記者ブリーフィング資料（平成２８年１１月）南スーダン国際平和協力

業務実施計画案 
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別紙４ 

部会等資料 

文書番号 名 称 

文書１ 公明党部会（平成２８年１１月２日）資料 新任務付与に関する

考え方と今後の方向性等 

文書２ 自民党部会（平成２８年１１月８日）資料 新任務付与に関する

考え方と今後の方向性等 

文書３ 自民党部会（平成２８年１１月８日）資料 柴山総理補佐官の南

スーダン訪問（概要） 

文書４ 公明党部会（平成２８年１１月８日）資料 新任務付与に関する

考え方と今後の方向性等 

文書５ 公明党部会（平成２８年１１月８日）資料 柴山総理補佐官の南

スーダン訪問（概要） 

文書６ 民進党国対説明（平成２８年１１月１５日）資料 新任務付与に

関する基本的な考え方 

文書７ 民進党部会（平成２８年１１月１６日）資料 新任務付与に関す

る基本的な考え方 
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別紙５ 

国会答弁書 

文書番号 名 称 

文書１ 国会答弁書（平成２８年９月２７日）衆議院本会議 二階俊博議

員 総理問９（７） 

文書２ 国会答弁書（平成２８年９月２７日）衆議院本会議 大串博志議

員 総理問８ 

文書３ 国会答弁書（平成２８年９月２８日）衆議院本会議 志位和夫議

員 総理問２（３） 

文書４ 国会答弁書（平成２８年９月２９日）衆議院本会議 市田忠義議

員 総理問２ 

文書５ 国会答弁書（平成２８年９月３０日）衆議院予算委員会 辻元清

美議員 官房長官問１ 

文書６ 国会答弁書（平成２８年９月３０日）衆議院予算委員会 後藤祐

一議員総理想定問１（２） 

文書７ 国会答弁書（平成２８年１０月３日）衆議院予算委員会 笠井亮

議員 総理問２（１） 

文書８ 国会答弁書（平成２８年１０月３日）衆議院予算委員会 笠井亮

議員 総理問２（３） 

文書９ 国会答弁書（平成２８年１０月３日）衆議院予算委員会 笠井亮

議員 稲田国務大臣問１ 

文書１０ 国会答弁書（平成２８年１０月４日）衆議院予算委員会 後藤祐

一議員 総理想定問１（２） 

文書１１ 国会答弁書（平成２８年１０月１１日）参議院予算委員会 大野

元裕議員 総理問２ 

文書１２ 国会答弁書（平成２８年１０月１２日）参議院予算委員会 高橋

千鶴子議員 総理問０ 

文書１３ 国会答弁書（平成２８年１１月１５日）参議院ＴＰＰ特別委員会 

佐藤正久議員 総理問４（２） 
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別紙６ 

想定問答 

文書番号 名 称 

文書１ 想定問答（派遣期間延長） 

文書２ 想定問答（新任務付与） 

文書３ 想定問答（「同意の安定的維持」とＮＳＣ設置法上の根拠） 
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別紙７（全部不開示としたもの） 

 

文書１  国家安全保障会議（平成２８年１０月１４日）席上回収資料 

文書２  国家安全保障会議（平成２８年１０月２８日）席上回収資料 

文書３  国家安全保障会議（平成２８年１１月７日）席上回収資料 

文書４  国家安全保障会議（平成２８年１０月１４日）席上回収資料 

文書５  幹事会資料 

文書６  関係省庁担当者級会議（平成２８年９月２３日）資料 

文書７  関係省庁担当者級会議（平成２８年１０月１３日）資料 

文書８  関係省庁局長級会議（平成２８年１０月１９日）資料 

 

 

 

 


